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その3
経

済

産

業

部

十
一
月
は
下
請
取
引
適
正
化

推
進
月
間
で
す

電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の制度の概要

１　ＲＰＳ制度の概要説明（全体の制度の流れ）

政府（電子口座の管理）

１. 設置認定 ２. 新エネルギー等
　  電気の利用義務づけ

３. 電気販売

３. 電気販売

４. 新エネ等電気量
　  の届出

５. 電子口座
　  上に記録

７. 義務履行確認

６. 新エネ等電気相当量
　　（コスト回収）

・電気事業者は、新エネ等電気相当量に
　より義務履行可能。

・電気事業者は、新エネルギー等電気を
　利用する（自ら発電し、又は他者から
　購入する）ことにより、義務履行可能。

新エネルギー等
電気発電事業者

電気事業者Ａ

電気事業者Ｂ

最終消費者

﹇
地
球
の
た
め
の
新
ル
ー
ル
﹈

新
エ
ネ
等
電
気
利
用
法（
Ｒ
Ｐ
Ｓ
制
度
）が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

新
エ
ネ
等
電
気
利
用
と
は
？

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
と
は
？

業
務
履
行
に
つ
い
て

　
政
府
は
、
一
九
九
〇
年
に
温
室
効
果
ガ

ス
の
排
出
抑
制
を
目
指
す
「
地
球
温
暖
化

防
止
行
動
計
画
」
を
策
定
し
、
先
進
主
要

諸
国
が
共
通
の
努
力
を
行
う
こ
と
を
前
提

に
、
一
人
あ
た
り
の
Ｃ
Ｏ
２
の
排
出
量
を

二
〇
〇
〇
年
以
降
概
ね
一
九
九
〇
年
レ
ベ

ル
に
安
定
さ
せ
る
と
い
う
目
標
を
設
定
し

ま
し
た
。

　
こ
の
計
画
で
は
、
具
体
的
な
対
策
と
し

て
、
都
市
・
地
域
構
造
、
交
通
体
系
、
生

産
構
造
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
構
造
、
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
の
あ
り
方
を
幅
広
く
見
直
す

と
と
も
に
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
技
術
開
発

及
び
そ
の
成
果
の
普
及
を
促
進
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

　
特
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
し
て
は
、
利
用

効
率
の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
Ｃ
Ｏ
２
を

排
出
し
な
い
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
と
利

用
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
環
境
に
優
し
い
太
陽
光
、
風

力
と
い
っ
た
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進

を
目
的
と
し
た
「
新
エ
ネ
等
利
用
法
」
が

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま

す
。

　
本
法
律
は
、
太
陽
光
、
風
力
と
い
っ
た

環
境
に
優
し
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
の
面
に
も
優
れ
た
こ
れ
ら
の
新
エ
ネ

ル
ギ
ー
等
か
ら
発
電
さ
れ
た
一
定
量
以
上

の
電
気
利
用
を
電
気
事
業
者
に
義
務
づ
け

る
制
度
で
す
。

※
正
式
名
称
�
「
電
気
事
業
者
に
よ
る
新

エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別

措
置
法
」

　
Ｒ
Ｐ
Ｓ
（Renew

ables Portfolio 
Standard

）
の
略

　
電
気
事
業
者
の
義
務
履
行
が
可
能
と
な

る
新
エ
ネ
等
電
気
と
は
、
太
陽
光
、
風
力
、

バ
イ
オ
マ
ス
、
中
小
水
力
（
水
路
式
で
、

一
〇
〇
〇
ｋ
ｗ
以
下
）
、
地
熱
を
エ
ネ
ル

ギ
ー
源
と
す
る
発
電
設
備
の
う
ち
、
経
済

産
業
大
臣
に
認
定
さ
れ
た
設
備
か
ら
発
電

さ
れ
た
電
気
で
す
。

　
電
気
事
業
者
は
、
義
務
履
行
の
際
、

　
�
自
ら
発
電
し
て
供
給
す
る

　
�
他
か
ら
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
を
購

入
し
て
供
給
す
る

　
�
他
か
ら
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
相
当

量
を
購
入
す
る
（
義
務
量
の
減
少
）

　
と
い
う
選
択
肢
の
中
か
ら
、
最
も
経
済

性
の
優
れ
た
方
法
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま

す
。
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利
用
目
標
に
つ
い
て

最
後
に

設
備
認
定
と
は

　
経
済
産
業
大
臣
は
二
〇
〇
三
年
度
か
ら

八
年
間
分
の
全
国
の
利
用
目
標
量
を
総
合

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
や
関
係
大
臣
の

意
見
を
聞
い
て
定
め
ま
す
。
二
〇
一
〇
年

度
の
目
標
量
は
百
二
十
二
億
ｋ
ｗ
ｈ
（
二

〇
〇
三
年
の
推
計
義
務
量
は
三
十
三
億
ｋ

ｗ
ｈ
）
で
す
。

　 

設
備
認
定
を
受
け
る
た
め
に
は
、
沖
縄

総
合
事
務
局
に
経
済
産
業
大
臣
宛
の
申
請

書
を
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
（
住
宅
用
太
陽
光
発
電
に
つ
い
て
は
、

電
気
事
業
者
に
よ
る
代
行
申
請
も
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。
）

●
認
定
基
準

　
・
新
エ
ネ
等
電
気
の
販
売
量
が
的
確
に

計
量
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と

　
・
新
エ
ネ
等
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
発
電
（
バ
イ
オ
マ
ス
と

重
油
と
の
混
焼
等
）
の
場
合
、
発
電

量
に
占
め
る
新
エ
ネ
等
比
率
を
的
確

に
把
握
・
記
録
し
つ
つ
発
電
の
で
き

る
方
法
で
あ
る
こ
と

　
・
地
熱
発
電
に
つ
い
て
は
、
地
下
資
源

（
熱
水
）
を
著
し
く
減
少
さ
せ
な
い

発
電
方
法
で
あ
る
こ
と

●
認
定
に
必
要
な
書
類

　
・
申
請
書

　
・
認
定
基
準
を
満
た
し
て
い
る
か
確
認

で
き
る
構
造
図
・
配
線
図

　　
地
球
環
境
対
策
の
一
層
の
充
実
を
図
り
、

二
〇
一
〇
年
度
の
目
標
で
あ
る
百
二
十
二

億
ｋ
ｗ
ｈ
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
の
利

用
を
達
成
す
る
た
め
、
制
度
の
円
滑
な
実

施
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※新エネ等発電事業者、電気事業者はそれぞれ電子口座の開設を届け出ることが
　でき、「新エネ等電気相当量」は、電子口座において管理されます。

　新エネルギー等電気の利用の目標量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （億kwh／年）
　　15年度　16年度　17年度　18年度　19年度　20年度　21年度　22年度　
 　　 73.2　　76.6　　 80.0　 　83.4　 　86.7　　92.7   　103.3  　122.0

糸満市役所新庁舎太陽光発電システム:［平成14年度第７回新エネ大賞（資源エ
ネルギー庁長官賞）を受賞］容量195.6kw

具志川風力発電所：単機出力1950kwを誇る日本
　　　　　　　　　最大の風力発電設備

個々の発電設備認定及びＲＰ
Ｓ制度に関する点について疑
問などがございましたら
　沖縄総合事務局
　経済産業部環境資源課

　866－0031
（内296）まで


